
国自安第１０４号の２

国自技環第１１１号の２

令和２年１０月２２日

公益社団法人 全日本トラック協会会長 殿

国土交通省

自 動 車 局 安 全 政 策 課 長

自動車局技術・環境政策課長

令和２年度自動車事故対策費補助金（事故防止対策支援推進事業（先進安

全自動車（ASV)の導入に対する支援、運行管理の高度化に対する支援、過
労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援及び社内安全教育の実

施に対する支援））に係る交付申請等に係る業務の実施等について

標記について、各地方運輸局及び沖縄総合事務局に対して別紙のとおり通知しました

ので、貴会会員各位にその旨周知されるようよろしくお取りはからい願います。



別 紙

国自安第１０４号

国自技環第１１１号

令和２年１０月２２日

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿

沖縄総合事務局運輸部長 殿

自 動 車 局 安 全 政 策 課 長

（ 公 印 省 略 ）

自動車局技術・環境政策課長

（ 公 印 省 略 ）

令和２年度自動車事故対策費補助金（事故防止対策支援推進事業（先進安

全自動車（ASV)の導入に対する支援、運行管理の高度化に対する支援、過
労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援及び社内安全教育の実

施に対する支援））に係る交付申請等の業務の実施等について

標記について、各地方運輸局及び沖縄総合事務局（各運輸支局を含む。以下、「各運輸

局等」という。）の担当課において下記のとおり業務を実施されるようよろしくお取り計

らい願いたい。

記

１．各運輸局等における補助金の交付申請等に係る業務の実施

令和２年度自動車事故対策費補助金のうち、事故防止対策支援推進事業（先進安全

自動車（ASV)の導入に対する支援、運行管理の高度化に対する支援、過労運転防止の
ための先進的な取り組みに対する支援及び社内安全教育の実施に対する支援）に係る

補助金（以下、単に「令和２年度事故防止対策支援推進事業に係る補助金」という。）

については、自動車事故対策費補助金交付要綱において、国土交通大臣への補助金の

交付申請等に係る手続きが定められているところ、各運輸局等においては、別添１か

ら４に示すとおり、補助対象事業者による交付申請等の受付等において、当該要綱に

おいて必要とされている書面が提出されていることの確認、これら書面の自動車局担

当課への進達等に係る業務とともに、自動車局担当課からの補助金交付決定、額の確

定等について申請者への通知等に係る業務を実施されたい。

２．補助金の交付申請兼実績報告受付期間等

令和２年度事故防止対策支援推進事業に係る補助金の交付申請兼実績報告の受付等

については、自動車事故対策費補助金交付要綱、実施要領及び「自動車事故対策費補

助（自動車運送事業の安全総合対策事業の部）に関する運用方針」（平成１０年６月１

７日付け自保第１２８号の３）のほか、以下により実施するので、関係事業者に対し

十分説明する等、事業内容等につき事業者の理解を得られるよう努められたい。



なお、以下の取り扱いについては、今後、受付期間中の申請状況において予算額を

超過することが見込まれる場合には、受付を締め切ることとし、速やかに公表するも

のとする。

（１）先進安全自動車（ASV）の導入に対する支援（別添１）
申請受付期間及び申請対象車両

① 申請受付期間 令和２年１０月２９日から令和３年１月２９日まで

② 申請対象車両 令和２年４月１日から令和３年１月２９日までの間に、補助対象

装置を搭載した事業用車両を購入（新車新規登録）したもの

（２）運行管理の高度化に対する支援（別添２）

申請受付期間及び申請対象機器

① 申請受付期間 令和２年１０月２９日から令和２年１２月１８日まで

② 申請対象機器 令和２年４月１日から令和２年１２月１８日までの間に導入し

た機器

（３）過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援（別添３）

申請受付期間及び申請対象機器

① 申請受付期間 令和２年１０月２９日から令和２年１２月１８日まで

② 申請対象機器 令和２年４月１日から令和２年１２月１８日までの間に導入し

た機器

（４）社内安全教育の実施に対する支援（別添４）

申請受付期間及び申請対象メニュー

① 申請受付期間 令和２年１０月２９日から令和２年１１月２０日まで

② 申請対象メニュー 契約日が申請日以降であり、かつ、令和３年２月１９日まで

に終了するもの

＊ なお、申請受付期間内の申請状況等により、上記以外に申請受付期間及び申請対象

車両等の変更、申請受付期間の設定等を行う場合がある。

＊ 以上の各期間中、土日・祝日は除くものとする。

３．受付状況の報告

申請者から提出される交付申請書兼実績報告書及び交付申請書の受付にあたっては、

その受付状況について、毎日１９時までに別紙報告書により自動車局担当課へ報告さ

れたい。

４．補助事業の周知

令和２年度事故防止対策支援推進事業に係る補助金及び当該補助金に係る手続きに

ついて、関係事業者において積極的に活用されるよう、各運輸局等から管内事業者に

対して周知されたい。


